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広報あんじょう　2008.7.15 �

スポーツが発育発達途上の子どもを鍛える概念

子どもの体力と技能の育成・強化のため、指導者と一緒に、大人

になるまでに、どのようにこころとからだのすべてが完成してい

くかをイメージして、それぞれの年齢で最適なスポーツトレーニ

ングを系統的に積み重ね、継続していく。

�一貫性

身体各部位のかたちとはたらきは発育・発達過程で差があり、ひ

とりとして同じ発育・発達をしない。運動を調節（神経系）・発現

（神経－骨格筋系）・持続（呼吸－循環系）する機能の発達・完成には

優先順位がある。

�個別性と

　優先性

発達の独自性と優先性に応じて、身体に最適な質、量、時期のは

たらきかけをすれば、身体各部位のかたちとはたらきは改善・向

上する。適切なはたらきかけをしないとはたらきは低下し、かた

ちも 萎 
い

 縮 する。
しゅく

� 可  塑 性と
か そ

　適応性

発育・発達に応じて、タイミングよく、その年代に適した、必要

な内容、質、量をはたらきかけると、体力と技能が最大限に開発

される。トレーニングの効果か、遺伝的影響なのかを考慮して、

いつごろから機能別の専門トレ－ニングをするかいつも考える。

�適時性と

　最適性

トレーニング・食事と栄養・睡眠と休養のバランスを考慮した、

最適なスポーツライフを構築する。
�総合性

広報あんじょう　2008.7.15�

★
高
齢
者
へ
の
支
援

■
施
設

〈
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
〉

　
　

歳
以
上
の
人
が
対
象
。
市
内
各

６０
福
祉
セ
ン
タ
ー（
総
合
・
北
部
・
西

部
・
作
野
・
桜
井
）内
に
設
置

〈
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
〉

　

高
齢
者
の
在
宅
生
活
支
援
の
た
め

の
総
合
相
談
・
支
援
な
ど

〈
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
〉

　

乳
酸
菌
飲
料
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス
受

け
付
け
、
車
い
す
・
車
い
す
移
送
車

サ
ル
ビ
ア
号
の
貸
し
出
し（
明
祥
・

安
祥
・
中
部
学
区
は
除
く
）、高
齢
者

用
つ
え
の
給
付
な
ど

〈
高
齢
者
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
〉

　

高
齢
者
の
就
業
活
動
を
促
進

■
補
助
・
手
当
て

〈
在
宅
ね
た
き
り
高
齢
者
等
介
護
人
手
当
〉

●
内
容　

月
額
５
０
０
０
円

●
対
象　

３
か
月
以
上
ね
た
き
り
、

ま
た
は
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
認

知
症
状
態
が
続
い
て
お
り
、
所
得
が

　

万
円
以
下
の
高
齢
者
Ａ
を
在
宅
で

２００介
護
し
て
い
る
人

〈
お
む
つ
費
用
助
成
〉

●
内
容　

月
額
３
０
０
０
円
分
の
利

用
券
を
交
付（
市
民
税
非
課
税
世
帯

は
４
５
０
０
円
分
）

●
対
象　

在
宅
ね
た
き
り
高
齢
者
等

介
護
人
手
当
の
受
給
者
で
お
む
つ
が

必
要
な
高
齢
者
の
介
護
者

■
機
器
の
貸
し
出
し

〈 
徘  
徊 
探
知
機
〉

は
い 
か
い

●
対
象　

在
宅
で
、
徘
徊
の
み
ら
れ

る
高
齢
者
Ｂ
を
介
護
し
て
い
る
家
族

〈
福
祉
電
話（
電
話
機
）〉

●
対
象　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

Ｂ
や
高
齢
者
世
帯
な
ど

★
発
達
障
害
者
へ
の
支
援

●
対
象　

発
達
障
害（
自
閉
症
・
ア

ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
な
ど
）と
診
断

さ
れ
て
い
る
人

※
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
な
い
発

　

達
障
害
者
も
利
用
可

〈
移
動
支
援
〉

　

外
出
時
の
移
動
が
困
難
な
障
害
者

を
ヘ
ル
パ
ー
が
支
援

〈
日
中
一
時
支
援
〉

　

事
業
所
で
数
時
間
見
守
り
な
ど
を

受
け
る
サ
ー
ビ
ス

問
い
合
わ
せ
▼
社
会
福
祉
課

■生活支援

利用料対象内容サービス名

�
ひとり暮らしの高齢者Ｂ
や高齢者世帯など

希望日に電話で安否を
確認

電話訪問

１食３００円、
（糖尿病食
は４５０円）

調理が困難または障害の
あるひとり暮らしの高齢
者Ａ、７０歳以上の高齢者
世帯など

昼食を弁当業者が配達
（週３回以内）

給食サービス

�

日常生活を営むのに介護
を必要とする高齢者Ｂや
身体障害者がいる世帯

専門家が居室などの改
修相談を実施（要事前
予約、在宅介護支援セ
ンター更生へ）

リフォーム
ヘルパーの
派遣

�
リフォームヘルパーの改
修相談を受けた人

要援護の高齢者Ａのた
めの住宅リフォーム費
を助成（限度額１０万円）

住宅
リフォーム費
の助成

収入に応
じた料金

おおむね６０歳以上の自
立、要支援１・２、要介
護１の身の回りのことが
自分でできる人

家庭・家族の事情によ
り自宅生活に不安のあ
る場合に利用（利用期
間は３か月程度）

生活支援
ハウスの入居

１時間１００円
（庭木の手入
れは１５０円）

前年所得が２００万円以下
でひとり暮らしの高齢者
Ａ・高齢者のみの世帯

外出の付き添いや庭木
の手入れなど、日常生
活上の援助

軽度生活援助

�ひとり暮らしの高齢者Ｂ
地区の老人クラブ員が
週２回程度訪問

友愛訪問

�

ねたきりやひとり暮らし
の高齢者Ｂ・認知症高齢
者・高齢者世帯・重度心
身障害者

寝具を月１回洗濯・乾
燥

寝具の
洗濯・乾燥

３８００円（市
民税非課税
世帯４００円）

在宅のねたきり高齢者と
認定された人など

利用券を年６回分発行
訪問理容
サービス
（散髪）

走行距離に
応じた料金

要介護１以上で特殊車両
の必要な人

病院・福祉施設への移
動の際に車いす用昇降
機などを装備したタク
シーを派遣

外出支援
サービス

判断能力が不十分な認知症高齢者に身寄りのない場合など、
当事者が申し立てできない場合に、市が代わって審判の申
し立てを行う（諸経費は原則利用者が負担）

成年後見制度
利用支援

■在宅介護支援センター
　介護の相談・支援など。電話相談を２４時間受け付け。

電話センター名（中学校区）電話センター名（中学校区）
�〈７２〉５１１２松井（安祥）�〈９７〉１８１８八千代（東山）
�〈７１〉３１７３あんのん館（安城西）�〈７６〉６１３５安寿の郷（安城北）
�〈９２〉０１８９南部（明祥）�〈９７〉８０６９八千代住吉（篠目）
�〈７３〉３５３５小川の里（桜井）�〈７７〉９９４８更生（安城南）

問
い
合
わ
せ
▼
障
害
福
祉
課
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